
                        

 

 

 

 

 

 

          

相続、遺言、成年後見、悪徳商法被害、 

交通事故、各種契約書、許認可・諸届、 

 帰化・永住許可・ビザ変更 等 

行政書士が 相談に応じます 
（ 行政書士業務の範囲内で対応させていただきます ） 

 

開 催 日  Ｈ２２年 １月 ９日 、 ２月 １３日 
（原則として 毎月 第２土曜日 に 開催します。） 

場   所  米子駅前サティ４階  

男女共同参画センター（かぷりあ） 会議室  

時 間  10:30～15:00 

鳥取県行政書士会 事務局 0857(24)2744 
ｈｔｔｐ：／／ｔｏｔｔｏｒｉ‐ｋａｉ．ｇｙｏｓｅｉ．ｏｒ．ｊｐ／ 

秘密厳守 行政書士は、法律で厳しい守秘義務が課せられています。 


